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雇用促進をはかっていると考えられる。
在職者訓練は，職業能力開発促進法（以下「能開

法」という。）に基づいて，障害者の特性にあった
職業訓練を実施しているところである。また公共職
業訓練では，障害者の多様なニーズに対応した委託
訓練などを促進してきている。

障害者を対象とした職業訓練の実施は，一般の職
業能力開発校（以下「一般校」という。）と障害者
校等で行われ，以下のように整理できる。
・一般校で障害のない方と一緒に受講する職業訓練
・一般校を活用しての障害者を対象とした職業訓練
・障害者校で障害特性に配慮した職業訓練
・障害者の多様なニーズに対応した民間に委託して

の職業訓練

3．調査研究の概要と方法

本研究は職業能力開発施設等から研究会委員を招
集し，2年間で4回の研究会とアンケート調査およ
びその補完としてヒアリング調査を実施した。

アンケート調査は，プレ調査結果等および研究会
の議論を踏まえ，以下のことを明らかにするために
実施した。
①企業が実施している在職者訓練の現状，ニーズ等

や在職障害者の就労状況に応じてのスキルアップ
の現状等のアンケート調査（企業編）
調査対象は，帝国データバンクの保有する企業名

簿の中から，一般企業（従業員44名以上の企業（事
業所））を地域分布・業種分布を考慮して7,531社を

1．はじめに

近年，障害者雇用では，精神障害者を法定雇用率
の算定基礎に加えるとともに，民間企業における障
害者の法定雇用率が2.3％にまで引き上げられる等
の措置が講じられてきた。また平成28年7月にとり
まとめられた「障害者職業能力開発校の在り方に関
する検討会報告書」の提言で，在職障害者の公共職
業訓練（以下「在職者訓練」という。）は，一部の
障害者職業能力開発校（以下「障害者校」という。）
と民間企業等を活用した障害者委託訓練（以下「委
託訓練」という。）により実施しているが十分では
なく，拡充を検討することが必要である旨の指摘が
されている。

本研究では，在職障害者を雇用する企業が実施し
ている研修状況等を把握し，企業ニーズ・課題や効
果等を明らかにするとともに，各都道府県の在職者
訓練の実施状況等を把握して，障害者校，委託訓練
における在職者訓練の今後の方向性等を検討するこ
とを目的とした。

2．調査研究の背景

障害者雇用については，「障害者の雇用の促進等
に関する法律」における雇用義務制度によって，雇
用促進をはかってきていたが，平成25年の法改正に
おいて，差別禁止と合理的配慮の提供義務制度が導
入されて，現在では，ふたつの制度が両輪となって
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企業における在職障害者の雇用数は，一般企業で
は，「1人」が26.2％と最も高く，「2人」が16.8％と
なっており，平均は2.7人である。なお，1101社中
の280社の約25％の企業が，障害者の従業員「0人」
で，6社が無回答であった。特例子会社では，「49
人以上」が27.2％と最も高く，次いで「11～20人」
が21.7％，「21～30人」が16.3％となっており，平均
は43.1人で，2社が無回答であった。（図１）

次いで在職障害者の満年齢（令和3年4月1日
現在）の構成は，一般企業では「51歳～60歳」が
23.6％と最も高く，次いで「41歳～50歳」が21.4％，

「20歳～30歳」が19.3％となっている。特例子会社
では，「20歳～30歳」が40.2％と最も高く，次いで

「31～40歳」が21.6％，「41歳～50歳」が20.4％となっ
ている。（図2）

在職障害者の雇用期間は，「10年以上」が32.4％
と最も高く，次いで「5～10年未満」，「1～3年未
満」が21.2％となっている。一般企業では，「10年
以上」が41.3％と最も高く，次いで「5～10年未満」
が18.5％，「1～3年未満」が16.8％となっている。
特例子会社では，「10年以上」が25.0％と最も高く，
次いで「1～3年未満」が24.8％，「5～10年未満」が
23.5％となっている。（図3）

抽出し，特例子会社は所在等が確認できた513社，
合わせて8,044社を対象とした。アンケート調査票
は，企業あてに郵送にて依頼状を配布し，オンライ
ン回収をした。その他に企業アンケート調査結果の
補完として，この調査の対象企業へ在職者訓練の現
状把握と外部機関での訓練ニーズ等について，一般
企業3社と特例子会社2社にヒアリング調査を実施
した。
②都道府県が運営している障害者校で実施している

在職者訓練（以下「施設内訓練」，図表では「施
設内」という。）および委託訓練で実施している
在職者訓練（以下　図表では「委託」という。）
の現状等のアンケート調査（都道府県編）
調査対象は，都道府県において障害者の職業訓練

を担当している主管課に対して，委託訓練は47都道
府県を対象とし，施設内訓練は障害者校が設置され
ている16都道府県を対象とした。アンケート調査票
は，委託訓練の担当および障害者校を担当している
主管課へ郵送にて配布し，郵送回収した。

4．アンケート調査結果

4.1.　企業の調査結果
（1）企業の属性

上記①の調査は，地域および業種分布を考慮し
抽出した企業8,044社（一般企業7,531社，特例子会
社513社）に調査票を発送した。回答があったのは，
1,193社（内訳：一般企業1,101社，特例子会社92社），
回収率14.8％であった。回答企業の在職障害者数は，
6,249人で，その内訳は，一般企業2,845人，特例子
会社3,404人であった。

図1　企業における在職障害者の雇用数

図2　在職障害者の満年齢の構成

図3　在職障害者の雇用期間
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（2）研修の実施状況
企業における障害者を対象とした研修の実施状況

（母数1,193社）は，全体として31.2％（282社）の実
施率であった。その内訳は，一般企業（母数815社）
は30.1％，特例子会社（母数90社）は41.1％の実施
率であった。今後において障害者を対象とした研修
を希望している企業は，19.4％であった。その内訳
は一般企業が18.7％，特例子会社が26.7％であった。

障 害 者 を 対 象 と し た 研 修 を 実 施 し て い る 企
業（282社）の中でOff-JTを活用している企業は，
41.5％であった。その内訳は一般企業が37.1％，特
例子会社が70.3％であった。Off-JTの研修希望につ
いては，研修を希望している企業（176社）の中で，
Off-JTを希望している企業が38.6％であった。その
内訳は一般企業が33.6％，特例子会社が70.8％であっ
た。（表2）

調査企業に属する障害者数（6249人）を母数とし
た研修の実施意向（企業の障害者の指導担当者が回
答）は，一般企業では「研修意向あり」が12.5％，

「研修意向なし」が87.5％である。特例子会社で
は「研修意向あり」が18.1％，「研修意向なし」が
81.9％である（図5）。

在職障害者の主な仕事内容は，「事務的業務」が
26.5％と最も高く，次いで「運搬・清掃・包装等の
業務」が19.4％，「生産工程の業務」18.0％，「サー
ビスの業務」が15.5％，「専門的，技術的業務」が
10.8％となっている。一般企業では，「事務的業務」
が25.4％と最も高く，次いで「専門的，技術的業務」
が17.4％，「運搬・清掃・包装等の業務」が16.8％
となっている。特例子会社では，「事務的業務」が
27.3％と最も高く，次いで「生産工程の業務」，「運
搬・清掃・包装等の業務」が21.5％，サービスの業
務が19.8％となっている。（図4）

在職障害者の障害の種類（複数回答）は，「知的
障害」が39.9％，「身体障害」が36.9％，次いで「精
神障害」が21.2％となっている。一般企業では，「身
体障害」が56.8％と最も高く，次いで「知的障害」
が22.0％，「精神障害」が19.5％となっている。特例
子会社では，「知的障害」が54.9％と最も高く，次
いで「精神障害」が22.6％，「身体障害」が20.3％と
なっている。（表1）

身体障害者の障害の種類については，「肢体不自
由」が52.0％と最も高く，次いで「内部障害」が
25.8％，「聴覚言語障害」が11.7％となっている。一
般企業では，「肢体不自由」が49.8％と最も高く，
次いで「内部障害」が33.0％，「聴覚言語障害」が
9.3％となっている。特例子会社では，「肢体不自由」
が57.2％と最も高く，次いで「聴覚言語障害」が
17.2％，「内部障害」が8.8％となっている。

図4　在職障害者の主な仕事内容

図5　在職障害者の研修の実施意向

表1　在職障害者の障害の種類（複数回答）

表2　Off-JTの活用状況等
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型が4道県，静岡県が両方の訓練を実施している。

（3）コースの訓練時間

＜レディメイド型＞
施設内訓練では，総時間数は12～24時間で平均

15時間，その内訳は「12～18時間未満」が33コー
ス中での29コース（87.9％）を占めている。委託訓
練では，総時間数は12～50時間で平均27.6時間，そ
の内訳は16コース中で「30時間以上」が7コース

（43.8％），「12～18時間未満」が6コース（37.5％）
となっている。（図8）
＜オーダーメイド型＞

施設内訓練では，設定された2コースでいずれも
総時間数14時間となっている。委託訓練では，総時
間数は12～160時間で平均58.5時間，「30時間以上」
が51コース中31コース（60.8％）を占めている。

5．調査結果のまとめ

5.1　企業の調査結果のまとめ
（1）企業規模別の在職者訓練等の状況

障害者を対象とした研修の実施状況は，一般企業
では「1,000名以上」が16.7％と実施率が低い傾向に
ある。（図9）

研修意向がありOff -JTの活用を希望している割合
は，61.7％が「希望あり」となっている。その内訳
は，一般企業では35.3％，特例子会社では76.9％が

「希望あり」となっている。（図6）
次いで研修を実施する場所として，公共職業訓

練施設の認知については，「知っている」が16.4％
であった。その内訳は一般企業では，「知っている」
が14.6％，特例子会社では，38.0％である。また，
公共職業訓練施設を知っている企業のうち，「利用
したことがある」は13.3％であった。その内訳は，
一般企業では，9.9％，特例子会社では28.6％であ
る。

4.2.　都道府県の調査結果
（１）訓練実施の状況

障害者校が設置されている16都道府県の結果は，
施設内訓練は，5都府県（31.3％）で実施し，委託
訓練は，47都道府県のうち10都道府県（21.3％）に
おいて実施している。その中で東京都，愛知県，大
阪府は両方の職業訓練を実施している。（図7）

（2）訓練実施の方法
施設内訓練では，5都府県の中でレディメイド型

が4都府県，オーダーメイド型と両方実施している
のが神奈川県であった。委託訓練では，10都道府県
の中でオーダーメイド型が5都府県，レディメイド

図6　Off�-JTの活用の希望

図7　訓練実施の状況

図8　レディメイド型コースの訓練時間

図9　企業規模別の研修の実施状況
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特例子会社では，そもそも企業規模300人以上に
おいてはOff-JTの研修の希望がなかったが，全体と
しては70.8％であり，Off-JTを活用して研修を希望
している企業は高い傾向にある。（図13）

（2）主な仕事内容別の在職者訓練等の状況

 

企業の在職障害者ごとの指導担当者からの回答結
果として，主な仕事内容別の研修の実施状況は，一
般企業では「建設・採掘の業務」，「保安の業務」，

「専門的，技術的業務」が高い傾向にあり，専門的
な技能・技術や資格等が必要な仕事で研修ニーズが

また研修を実施している企業において，Off-JTを
活用している企業が，一般企業では「1,000名以上」
において，Off-JTの活用が高い傾向がみられるが，
その他の企業規模では全体的にはそれほど差異は見
られない。（図10）

特例子会社では「50名未満」において88.2％と
Off-JTの活用が高くなっている傾向がある。（図11）

今後において研修を希望している企業の中で，
Off-JTを活用は，一般企業では企業規模500名以上
において高い傾向がある。（図12）

図10　企業規模別の実施研修のOff-JTの活用状況

図13　企業規模別のOff-JT希望状況

図14　主な仕事内容別の研修実施状況（一般企業）

図15　主な仕事内容別の研修実施状況（特例子会社）

図11　企業規模別の実施研修のOff-JTの活用状況

図12　企業規模別のOff-JT希望状況
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5.2　都道府県の調査結果のまとめ
（1）施設内訓練の実施における課題

施設内訓練の在職者訓練は，宮城，東京，神奈
川，愛知，大阪の都市部の障害者校において，レ
ディメイド33コース，オーダーメイド2コースが実
施されている。（表3）

この他に機構運営の埼玉県の国立職業リハビリ
テーションセンター，岡山県の国立吉備高原職業リ
ハビリテーションセンターにおいても実施してい
る。地域的には，都市部に集中している傾向がみら
れる。

訓練実施上の課題としての自由記述の回答では，
障害種類を問わず募集し，応募者は増加しているが
施設・設備や担当者，支援者が不足しているので定
員を増やせない。またレベル差，障害特性等から苦

高いことがうかがえる。（図14）
特例子会社では母数が少ないが「販売の業務」，

「専門的，技術的業務」，「管理的業務」が高い傾向
にある。（図15）

（3）障害種類別の在職者訓練等の状況
障害種類別の在職者訓練は，一般企業では母数は

少ないが「高次脳機能障害者」，「発達障害者」が高
く，特例子会社では「身体障害者」が高い傾向にあ
る。また研修を実施している企業のうちでOff-JTを
活用している企業は，一般企業および特例子会社と
もに，母数は少ないが「高次脳機能障害者」と「身
体障害者」が高い傾向にある。次に企業における研
修の意向については，一般企業では「発達障害者」
が高く，特例子会社ではあまり差異はない。

さらに研修意向があってOff-JT研修を希望してい
る企業は，一般企業では母数は少ないが「高次脳機
能障害者」，「身体障害者」，「発達障害者」が高い。

（図16）特例子会社では母数は少ないが「高次脳機
能障害者」，「知的障害者」，「精神障害者」が高い傾
向にある。（図17）

図16　障害種類別のOff-JT希望状況

図17　障害種類別のOff-JT希望状況

表3　在職者訓練コース（施設内訓練）
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オーダーメイド（表6）の内容は，パソコンスキ
ルアップ，コミュニケーション向上，清掃関係など
が主である。訓練実施上の課題としては，多様化し
ている要望に対して，訓練を実施する委託先の開拓
が難しいなどの意見があり，訓練コース設定に苦慮
していることがうかがえる。訓練コース設定には，
訓練コーディネーターの配置や障害者校等と連携を
模索することにより，対応策が見いだされることも
あると考えられる。

6．おわりに

在職障害者の雇用・就労状況は，図18のように
就労困難性に応じて，雇用と福祉的就労が考えられ
る。今回のアンケートの調査対象は，一般企業およ
び特例子会社とした。しかしながら在職障害者の職
業訓練のニーズとしては，A型事業所やB型事業所
も含める必要もあると考えるが，この点は今後の課
題としたい。

情が出ることがある。これらの意見等から運営に苦
慮していることがうかがわれる。現状の指導体制で
できる範囲のコースを実施していると思われる。

（2）委託訓練の実施における課題
各都道府県が民間の教育訓練機関等に委託しての

在職者訓練は，10都道府県で実施されている。熊本
県以外は障害者校が設置されている都道府県で実施
されている状況である。例えば東京都では，全て訓
練コーディネーターが企業からの要望に応じて，訓
練内容を設定し，委託先を選定して計画を作成し，
オーダーメイドコースとしている。また対象障害種
類は，障害種類を問わないコースと視覚障害者を対
象としているコースを設定している。（表4）

その他の在職者訓練コースは，レディメイド（表
5）の内容が主にパソコンスキルアップなどであっ
た。訓練実施上の課題としては，ニーズ調査につい
て各企業からのアンケート調査を実施しているが，
回答数が少なく真のニーズが把握できないなどの意
見があった。回答数を増やすために事業主団体や就
労支援機関等と連携することなど，幅広いニーズを
把握することの工夫が必要と考えられる。

図18　在職障害者の雇用・就労状況

表4　在職者訓練コース（東京都）

表5　在職者訓練コース（レディメイド）

表6　在職者訓練コース（オーダーメイド）
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在職者訓練のニーズについては，独立行政法人
労働政策研究・研修機構「人材育成と能力開発の現
状と課題に関する調査」[4]によると，Off-JTを実施
した企業が34.2％となっている。また従業員に対し
て実施する人材育成・能力開発の教育投資は，「職
場の生産性の向上」について，9割近くが「効果が
ある」，「ある程度効果がある」と回答している。ま
た今回の調査結果からもスキルアップのための研修
は，Off-JTを活用しての研修を希望している企業が，
一般企業が33.6％，特例子会社が70.8％であり，在
職者訓練ニーズはあることがうかがえ，さらには障
害者雇用が企業の職場の改善や変革につながるとい
うメリットもあるという報告から，在職者訓練ニー
ズは十分にあると考えられる。

在職者訓練の今後の方向性については，①障害
者の求職者訓練は全国の障害者校，一般校および民
間教育訓練施設において実施しているところである
が，在職者訓練は実施地域が限定されている。企業
アンケート調査結果や研究会の検討から，在職障害
者の人材育成は，企業においてOJTを基本とすると
ころも多いが，企業の規模等によっては，企業内に
おける人材育成の環境やキャリア形成の方針等に応
じてOff-JTを活用している状況があり，それらの在
職者訓練ニーズに応えられるだけの受け皿を設定す
ることが考えられる。

②在職者訓練の内容としては，パソコンを活用
した事務処理や広告作成，マネジメントやコミュニ
ケーションのビジネススキル向上などの専門的な技
能・技術や資格等が必要な仕事で研修ニーズが高い
傾向となっていた。また雇用実態調査において，精
神障害者の平均勤続年数は「3年2カ月」であり，
身体障害者の「10年2カ月」，知的障害者の「7年5
カ月」と比べても低く，今後の企業の障害者雇用の
課題解決のひとつであり，障害者への理解を深める
ための研修，助言，指導の研修を望む声もあった。

③「障害者訓練を担当する指導員等に関する調
査研究報告書」[5]の中で障害者校では約8割の施設
で指導員が不足している状況であり，都道府県営の
障害者校の指導員は，一般校からの異動により補充
し，十分な研修がないままに担当するケースが多い

障害者雇用については，障害者雇用率制度におけ
る法定雇用率によって，障害者の雇用数は着実に伸
びてきている。さらには差別の禁止・合理的配慮の
提供の義務化などさまざまな法改正を経て，障害者
の働く環境は改善され，障害者の雇用の質も向上し
てきている。

このような状況で，労働新聞の特集「～能力を生
かす！伸ばす！～障害者雇用」[1]の記事では，『労働
力人口減少への対策として「女性活躍」，「外国人採
用」，「高齢者採用」に注目が集まっている。障害者
採用は労働力としてあまり認知されていないように
感じるが，採用や定着支援の仕方次第で，障害者は
戦力になる。障害者雇用は単に法定雇用率を達成す
るために行うのではなく，会社・組織を変える好機
と捉えて取り組むべきものである。（第1回掲載）』
『平成30年度障害者雇用実態調査結果[2]（以下「雇

用実態調査」という。）によると，障害者を雇用す
るに当たっての課題の第1位は，「会社内に適切な
仕事がない」であった。障害の種類を問わず，回答
結果で最も多かった「会社内に適切な仕事がない」
という問題は，実際に障害者を数多く受け入れてい
る企業からは聞こえてこない課題だ。むしろ「実際
に雇ってみたら，いろいろできるので驚いた」，「任
せない方が良いだろうと勝手に判断していた仕事
も，任せてみたらできた」と話す企業が多い。障害
者雇用をきっかけに，社内の業務や風土を改善して
いくことは，障害者のみならず，全従業員にとって
良いことのはずだ。（第3回掲載）』障害者雇用を前
向きな企業は，全従業員の働き方の改善等につな
がっていると考えられる。

また当機構の「企業経営に与える障害者雇用の効
果等に関する研究」[3]によれば，在職障害者の能力
開発の効果について，目指しているのは「障害者の
戦力化」というよりは，「障害者を戦力化できる職
場」と考えたほうが適切かもしれないとしている。
その効果は，戦力化への取り組みの結果発揮される
事業への貢献だけではなく，障害者を雇用し戦力化
するためにとられたさまざまな取組が，職場や企業
全体にもたらす効果も加わってのものと考えるとし
ている。
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という状況である。また指導員養成において，職業
リハビリテーションや障害特性などの習得を必須科
目として，職業訓練の対象者に障害者を想定しての
養成を早期に拡充する必要があるとしている。さら
に障害者校および一般校において，障害者支援の専
門家として，精神保健福祉士（PSW），精神科医師，
就職支援員及び職場定着支援員の配置の要望が高い
状況にある。本調査においても，施設内訓練および
委託訓練ともに訓練生のメンタル面でのサポートを
行う専門家が不足している意見が多くみられた。こ
れらの状況を踏まえ，在職者訓練の実施体制におい
ては，指導員養成および確保と障害者支援人材の配
置が重要なポイントと考えられる。

④公共職業訓練の役割は，求職者訓練と在職者訓
練が車の両輪のように求職者が就職をして，安定し
た就労につなげることと考える。そのための取り組
みとしては，本調査で明らかになった企業の研修動
向，訓練内容，ニーズ等を踏まえて，都道府県にお
いて徐々に充実してきた求職者訓練のノウハウを整
理して活用し，障害者関係機関と連携して在職者訓
練を展開できる措置を講ずる必要があると考える。
また運営のためのサポートとして，障害者の職業訓
練の先進的な取り組みをおこなっている国立職業リ
ハビリテーションセンターおよび国立吉備高原職業
リハビリテーションセンターが，障害者校や一般校
の在職者訓練を展開するためのサポートをする体制
づくりが望まれる。
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